
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯を押圧把持し、かつ芯と一体となって移動し、前側への移動に伴って周囲の締めリン
グによる押圧から解放された段階にて、芯に対する前記押圧把持を解放する芯咬止チャッ
ク、該芯咬止チャックに対しノックによる前方への移動を伝達し、かつスプリングによる
後方への移動を伝達するチャックパイプを具備しているノック式シャープペンシルにおい
て、前記スプリングの周囲に配置されている本体軸の内側に内側筒状部を係合した状態に
て設け、前記本体軸の外側に外側筒状部を

内側筒状部と外側筒状部
との係合によって外側筒状部の内側筒状部に対する回転に伴い、内側筒状部が前後方向に
移動可能であって、内側筒状部は、前進する際、芯咬止チャックの締め付けに関与してい
る締めリングの後端、及び当該締めリングが芯咬止チャックと共に前側に移動する際、芯
咬止チャックを締めリングから外すことに関与しているチャックストッパの後端とそれぞ
れ当接することによって、締めリング及びチャックストッパを前側に移動させることがで
き、後退する際、後側において接触し、かつチャックパイプを後方に押圧しているスプリ
ングを後側に移動させることができるノック式シャープペンシル。
【請求項２】
　外側筒状部と内側筒状部とが螺合することによって、外側筒状部の回転移動を内側筒状
部の前後方向移動に変換することを特徴とする請求項１記載のノック式シャープペンシル
。
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設け、かつ当該外側筒状部を最先端に位置して
いるガイドパイプの次に先端側に位置している筒前部に係着し、



【請求項３】
　外側筒状部の内面及び内側筒状部の外面の一方に、斜方向の凹溝を設け、他方に該凹溝
に嵌合する突出部を設けたカム機構によって、外側筒状部の回転移動を内側筒状部の前後
方向移動に変換することを特徴とする請求項１記載のノック式シャープペンシル。
【請求項４】
　先端において芯の挿脱に関与するガイドパイプの後部が、シャープペンシルの と
固着しておらず、かつ芯と接触するゴムパッキングを有しているガイドパイプドラムによ
って固着され、これによって前後方向が移動可能であることを特徴とする請求項１記載の
ノック式シャープペンシル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本願は所謂ノック式シャープペンシルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ノック式シャープペンシルにおいては、芯を押圧把持し、かつ芯と一体となって移動し、
前側における移動に伴って周囲の締めリングによる押圧から解放された段階にて、芯に対
する前記押圧把持を解放する芯咬止チャック、該芯咬止チャックに対しノックからの前方
への移動を選択し、かつスプリングによる後方への移動を伝達するチャックパイプを具備
しており、これによって前方の移動は、ノック→チャックパイプ→芯咬止チャック→芯と
伝達され、他方、芯咬止チャック、チャックパイプ、ノックの後方への移動は、シャープ
ペンシル本体内に設けられたスプリングによって実現されている。
【０００３】
そして、芯の先端における位置、即ちガイドパイプからの突出長さを適当に設定する為に
は、一方では芯の先端に指を押し当て、他方では前記ノックを前方向に押すことによって
、芯咬止チャックを締めリングの周囲からの押圧から解放し、更には、芯に対する該チャ
ックの締め付けを解放することによって、一方の指先による保持の位置に先端の芯を留め
ることが行われている。
【０００４】
しかしながら、前記の如き調整の場合には、芯を指先に留め、かつ芯咬止チャックが芯を
解放した後、ノックを放し、シャープペンシル内部のスプリングによって、芯咬止チャッ
クを元の位置に戻した場合には、芯咬止チャックが、締めリングによって再び締められ、
かつ元の位置に戻る際必然的に芯を締め付けながら後退する為、必然的に芯は指先におい
て保持した位置よりも後方に戻らざるを得ない。
【０００５】
しかしながら、このような後退が生じている場合には、本来指先に予定した芯の位置を正
確に調整することは事実上困難である。
【０００６】
他方、芯のガイドパイプからの突出する位置を調整する為には、常に一方の指先において
芯を押しながら、他方の指によってノックを押すことが必要であり、このような作業は決
して簡単ではない。
【０００７】
【発明が解決を必要とする課題】
【０００８】
本発明は、以上の如き従来技術によるノック方式のシャープペンシルの欠点を克服し、芯
の先端において指先による保持をせずとも、芯の前後方向の移動について微調整が可能と
するノック式シャープペンシルの構成を提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決する為の手段】
　前記の課題を解決する為、本発明の構成は、芯を押圧把持し、かつ芯と一体となって移
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動し、前側への移動に伴って周囲の締めリングによる押圧から解放された段階にて、芯に
対する前記押圧把持を解放する芯咬止チャック、該芯咬止チャックに対しノックによる前
方への移動を伝達し、かつスプリングによる後方への移動を伝達するチャックパイプを具
備しているノック式シャープペンシルにおいて、前記スプリングの周囲に配置されている
本体軸の内側に内側筒状部を係合した状態にて設け、前記本体軸の外側に外側筒状部を

内側筒状部と外側筒状部との係合によって外側筒状部の内側筒状部に
対する回転に伴い、内側筒状部が前後方向に移動可能であって、内側筒状部は、前進する
際、芯咬止チャックの締め付けに関与している締めリングの後端、及び当該締めリングが
芯咬止チャックと共に前側に移動する際、芯咬止チャックを締めリングから外すことに関
与しているチャックストッパの後端とそれぞれ当接することによって、締めリング及びチ
ャックストッパを前側に移動させることができ、後退する際、後側において接触し、かつ
チャックパイプを後方に押圧しているスプリングを後側に移動させることができるノック
式シャープペンシルからなる。
【００１０】
【発明の作用】
簡単に述べるならば、本願発明は、図１に示すように、ノック式シャープペンシルにおい
て、内側筒状部５及びこれと係合する外側筒状部６を設け、これが外側筒状部６の回転に
よって、内側筒状部５が前後方向に移動し、これによって内側筒状部５は、芯咬止チャッ
ク２を締め付ける締めリング３及びチャックストッパ４と前側において直接接触すること
によって前側に移動させることを第一の特徴としている。
【００１１】
　これによって、外側筒状部６の回転→内側筒状部５の前方向への移動→チャックストッ
パ４並びにこれと一体をなす締めリング３、及び締めリング３によって締められている芯
咬止チャック２の前側方向への移動→芯１の前側方向への移動を実現することができる。
【００１２】
　他方、内側筒状部５が、外側筒状部６の回転によって後側に移動する場合には、後方の
チャックパイプ２１と内側筒状部５の双方に接触しているスプリング１３を介して、チャ
ックパイプ２１を後方に移動させ、これによって、芯咬止チャック２を後方に移動させる
為、該芯咬止チャック２の移動と共に芯１が後方に移動するだけでなく、芯咬止チャック
２を周囲から締めている締めリング３及びこれと一体をなしているチャックストッパ４も
後方に移動することになる。
【００１３】
そして、内側筒状部５の前方への移動の限界は、様々な設計が存在し得るが、一般には、
前側に位置している筒前部の後端部分によって制限され、後方への移動の限界についても
様々な設計が考えられるが、通常シャープペンシルの後端から伸張している本体軸１２の
先端部分によって制限され得る。
【００１４】
他方、内側筒状部５が静止している状況では、当然締めリング３及びチャックストッパ４
もまた静止していることから、通常のノック方式のシャープペンシルの場合と同様、ノッ
ク７の前側に押圧して、芯咬止チャック２の締め付けに伴い芯１を前側に移動させ、チャ
ックストッパ４で芯咬止チャック２を締めリング３から外すことによって芯１の咬止を解
放し、必要に応じて指先で押して、微調整も可能である。
【００１５】
即ち、本発明は、従来のノック式による調整と、外側筒状部６の回転及びこれに伴う内側
筒状部５の前後方向の移動による微調整の双方を実現する作用を有しており、この点に本
願発明の基本的技術思想が存在する。
【００１６】
【実施例１】
実施例１は、図２に示すように、内側筒状部５と外側筒状部６とが、螺合しており、これ
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によって外側筒状部６の回転移動を、内側筒状部１の前後方向移動に変換する実施例を示
す。
【００１７】
螺合によって、回転移動を直線移動に変換する手法は最も典型的であり、本願発明におい
てもその例外ではないが、これによって内側筒状部５と外側筒状部６とは、相互の緊密な
係着を維持しながら、前記の如き移動の変換を実現することができる。
【００１８】
尚、図２においては、内側筒状部５の前後方向にスプリング１３を設けているが、後方の
芯咬止チャック２とスプリング１３は、芯咬止チャック２とこれによって咬止された芯１
、更には締めリング３を後方に移動する際不可欠であるが、前方のスプリング１３は必ず
しも必要不可欠ではない。
【００１９】
但し、内側筒状部５と外側筒状部６との安定した螺合関係を維持する為には、前方のスプ
リング１３も存在する方がベターである。
【００２０】
【実施例２】
実施例２は、図３に示すように、内側筒状部５と外側筒状部６とが、カム機構を介して係
合し、これによって外側筒状部６の回転移動を内側筒状部５の前後方向移動に変換する構
成を示す。
【００２１】
即ち、内側筒状部５の外側面及び外側筒状部６の内側面の一方において斜方向の凹溝を設
け、他方においてこれと嵌合する突出部を設けることによって（図３においては、内側筒
状部５の外側面に突出部を設け、外側筒状部６の内側面に斜向する凹溝を設けている）、
これによって実施例１の場合と同様、外側筒状部６の回転移動を内側筒状部５の前後方向
移動に変換することができる。
【００２２】
【実施例３】
シャープペンシルにおいては通常図１に示すように、先端において芯１をガイドし、かつ
保護しているガイドパイプ９はシャープペンシルの筒前部８に固定されており、かつ筒前
部８の先側におけるゴムパッキング１０によって、芯１を安定した状態において保持して
いる。
【００２３】
しかして、本願発明の場合のように、内側筒状部５及び外側筒状部６との係合関係によっ
て、芯１の前後方向移動の微調整が可能な場合には、ガイドパイプ９についても、前後方
向に移動可能なスライド方式として、芯１と微調整と相俟って、ガイドパイプ９の突出し
た先端部分の長さを調節すると便利である。
【００２４】
実施例３においては、図４に示すように、ガイドパイプ９の後方が、筒前部８に固定され
ておらず、一方では一体となっているゴムパッキング１０によって芯１を把持しながら、
他方では、移動自在なガイドパイプドラム１１に固着されており、ガイドパイプドラム１
１の前後方向移動に伴って、ガイドパイプ９も前後方向移動可能である。
【００２５】
そして、ガイドパイプドラム１１は、ゴムパッキング１０を介して芯１と、緩やかな結合
関係にあるので、芯１の移動と共に、前後方向に移動する所謂スライド式であり、芯の微
調整と相俟って、ガイドパイプ９の突出長さを調整することもできる。
【００２６】
【発明の効果】
以上の如き構成による本願発明においては、従来のノック方式による芯の移動以外に、内
側筒状部と外側筒状部との係合関係によって、芯の前後方向の微調整の移動をも実現する
ことができる。
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【００２７】
そして前記微調整による移動では、片手にてシャープペンシルを保持しながら外側筒状部
を回転することによって、芯のガイドパイプに対する突出部の長さを設定できるので、簡
単な作業にて調整が実現可能である。
【００２８】
更には、実施例３に示すスライド方式のシャープペンシルでは、前記芯の微調整と相俟っ
て、ガイドパイプの先端における突出位置をも調整できる。
【００２９】
このように本願発明は、様々な長所を有しており、その価値は絶大である。
【００３０】
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の作用原理を示す側断面図
【図２】実施例１の構成を示す断面図
【図３】実施例２の構成を示す断面図
【図４】実施例３の構成を示す側断面図
【符号の説明】
１  芯
２  芯咬止チャック
２１  チャックパイプ
３  締めリング
４  チャックストッパ
５  内側筒状部
６  外側筒状部
７  ノック
８  筒前部
９  ガイドパイプ
１０  ゴムパッキング
１１  ガイドパイプドラム
１２  本体軸
１３  スプリング
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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